
丹波篠山市採用活動支援事業補助金に関する　よくある質問

補助対象期間内の掲載費であれば補助の対象になります。

申請する前の時点で掲載中の場合は、支払い額を月割りし、補助対象の期間分の費用のみ補助の対象となります。

補助対象期間中で契約を更新する場合は、補助対象期間の年度末日（３月３１日）までに支払いを完了した費用のうち、対象期間分のみが補助の対象となり

ます。

質問 回答

（１）昨年に同じ補助を受けたのですが、今年も申請できますか。

（２）昨年は就職説明会等出展事業の補助を受けたのですが、今年は

就職情報サイト掲載事業で補助を受けたいです、申請できますか。

（３）求人サイトを使ってアルバイト・パート・契約社員の求人を掲

載する予定なのですが、補助の対象になりますか。

補助対象者の要件の１つとして、「前年度にこの補助金の交付を受けていないこと」とあるため補助金を申請することはできません。

事業の内容が違っても、前年度に出展事業等補助金の交付を受けた場合は前年度に交付を受けた扱いとなるため、補助金を申請することはできません。

補助の対象になりません。正規雇用に係る求人情報を掲載することが補助の要件となります。

全般

（７）交付決定日より前に支払いを済ましています、補助金の申請は

できますか。
交付決定日以前に支払っていても申請は可能ですが、交付決定日以降の経費が補助の対象となります。

（６）人材系のコンサルティングを活用して、採用活動をする予定な

のですが、コンサルティングのサービスの中に求人サイト作成と求人

掲載があります。この場合、補助の対象になりますか。

（４）中途採用の求人サイトでも補助を受けることができますか。

補助の対象になりません。就職情報サイト等掲載事業の補助対象は求人の掲載費（基本料金・オプション料等）になります。また求人サイトへ掲載した費用

を支払いするのではなくコンサルティング会社へ掲載費を支払う場合は補助の対象になりません。

補助の対象になります。中途採用であっても正規雇用に係る求人情報を掲載するのであれば補助の対象です。

（５）以前から求人を掲載している場合でも、補助を受けることはで

きますか。（これからも更新して掲載する）

掲載中（既に支払い済み）

期間：R7.1.1～12.31

更新分（3/31までに支払い）

期間：R8.1.1～12.31

対象外 対象外

3/31

交付決定日

（7/1）

対象

補助対象期間

（例）掲載期間：R7.1.1～12.31、更新予定：R8.1.1～12.31 【計算式例】 掲載費用が600,000円（基本料金+オプション料金）の場合

掲載中分（R7.1.1～12.31）

600,000円（基本料金+オプション料金）÷12か月＝50,000円（1か月）

50,000円×6ヶ月＝300,000円

更新分（R8.1.1～12.31）

600,000円（基本料金+オプション料金）÷12か月＝50,000円（1か月）

50,000円×3ヶ月＝150,000円

300,000円+150,000円＝450,000円

450,000円×1/2（補助率）＝225,000円

補助金交付申請額（1,000円未満切り捨て、上限200,000円）⇒ 200,000円

R7.1.1
R8.1.1 12/31

補助対象期間の7月～12月の6ヶ月

補助対象期間の1月～3月の3ヶ月



申請

実績報告をする時点の事業効果をご記入ください。

例）採用人数○人（選考中○人　R○.△.□時点）実績報告

（９）３月３１日までに支払いができません。 その場合は、補助の対象にはなりません。補助対象期間内に支払を完了する経費が、補助金の対象経費となります。

（８）（申請書の記入方法）申請する前から求人を掲載しており、今

後も更新し１年間掲載する予定なのですが、交付申請書の実施日程は

どのように記載すればいいですか。

交付決定日～令和○年3月３１日と記入してください。（補助対象期間）

（１１）以前から求人を掲載しており、契約を更新した場合、実績報

告書以外に必要な提出書類はありますか。

前回掲載した分と更新した分の①～③の書類をご提出ください。

①経費の支払等を証明する書類の写し（請求書、支払いしたことを証明する書類（振込口座の明細等））

②求人情報を掲載しているサイトページの写し（掲載期間の記載があるもの）

③その他、契約されていたことを証明する書類（掲載期間か契約期間の記載のあるもの）

（１０）実績報告書を提出したいのですが、これから面接を予定して

いるため採用人数が確定できません。


